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新発田城跡

整備確認調査・発掘調査支援業務委託 仕様書

１ 総 則

受注者は、当該発掘調査を担当又は補助する市職員(以下、「調査担当者」又は「調査
員」という。)の指示に従い、埋蔵文化財発掘調査において必要な諸作業を行うものと
し、発掘調査が円滑かつ安全に実施できるよう、誠実に業務の履行に努めなければな

らない。

２ 委託場所

新発田市大手町４丁目ほか （埋蔵文化財発掘調査現場及び近隣の指定用地）

３ 数 量

別紙 設計数量表のとおり

４ 期 間

契約日から令和６年８月３１日までの発注者が指定する日

使用予定は、別紙 工程表のとおり

５ 業務体制

①本業務中、発掘作業における受注者の従事者は重機操縦者、発掘作業員、交通誘導

員とし、重機操縦者・発掘作業員は路盤・仮舗装復旧の作業者を兼務する。

②重機操縦者は６（２）⑧に定める重機の使用に係る技能講習（車両系建設機械運転

技能講習）を修了した者であることとする。

③発掘作業員は全て、６（２）⑧に定める４ｔダンプ・２ｔダンプの運転者を兼務す

るものとし、これを運転できる免許を有する者であることとする。

④受注者は、業務に従事する者のうち 1名を従事者代表とし、発注者に報告しなけれ
ばならない。

⑤発注者は、従事者の技術が未熟で、作業・調査に影響が生じると判断した場合、受

注者に対し従事者の交代を命じることができ、受注者はこの命令に速やかに応じる

ものとする。

６ 業務内容

（１）事前準備（事務手続・舗装撤去等）

①本業務は公道（市道）を日中（８時３０分から１７時まで）通行止めとして実施する

必要があることから、受注者は掘削前の適切な時期に、調査担当者又は調査員の確認

を受けた上で、下記の作業を行うものとする。

ａ 市道掘削にかかる各種手続・既存埋設物調査等
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ｂ 工事・通行止めに関する地元周知

②舗装の撤去

ａ 現地はアスファルト舗装の市道であるため、調査にあたっては、舗装の切断・取

り壊しと、舗装材の搬出・処分を行う。実施に当たっては関係法令を順守し、適切

な機材・資材を使用するものとする。

ｂ 舗装撤去作業の詳細は、数量表に示す通りとする。なお、掘削時のアスファルト

舗装の取り壊しは、掘削作業を行う重機が兼務するものとする。

（２）掘削及び埋戻し作業等

①業務時間は８時３０分から１７時までの間とし、労働基準法に定める休憩時間を含

むものとする。

②従事者は、調査担当者又は調査員の指示のもと、埋蔵文化財発掘調査に必要な掘削、

埋戻し、整地・復旧等の作業を行う。

③重機による掘削作業は、数㎝単位で薄く掘削して行く作業を含み、掘削の深度は２

ｍの範囲を超えないものとする。

④人力による掘削作業は、重機掘削作業の終了後に、掘削されたトレンチ内で、ス

コップや移植ごて等を用いて、壁面精査や遺構掘削、埋戻し補助等の作業を含む。

⑤掘削した残土は、調査担当者又は調査員の指示に基づいて４ｔトラックに仮積みし、

調査終了後、ランマ―・ローラー等を用いて十分に加圧しながら、トレンチ内に埋め

戻す。ただし、掘削土が埋め戻しに適さない土質であった場合は、残土として搬出・

処分するとともに、適正な補足土を追加して埋め戻す。

⑥掘削時に出土した廃棄物等は、取り壊した舗装とともに２ｔトラックに仮積みし、調

査終了後、種別に従い適切に処分する。

⑦業務は市道を車両通行止めにして実施することから、作業時間中は安全保持のために

必要な交通誘導員・器材等を配置・設置する。

⑧掘削・埋戻しに使用する重機等は下記のとおりとする。

ａ バックホウ０．２㎥級

（クレーン仕様、法面バケット（幅約１．０ｍ）装着、爪バケットも準備（舗装

取り壊しに併用のため）、ゴムキャタピラ仕様）

ｂ ４ｔダンプ（運転者は発掘作業員が兼務するものとする。）

ｃ ２ｔダンプ（運転者は発掘作業員が兼務するものとする。）

ｄ ランマ（６０～８０㎏級）（操作者は発掘作業員が兼務するものとする。）

ｅ １ｔローラー（操作者はａの運転者が兼務するものとする。）

⑨その他

ａ 従事者は、掘削及び復旧作業等と併せて、これら作業の円滑な実施に資する諸作
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業（作業準備・片付け、掘削地点等の雨水・湧水除去作業、その他の作業等）を、

速やかに行うものとする。

ｂ 従事者代表は、稼働日の作業終了後、全作業の作業日報を調査担当者へ提出する

ものとする。なお、検査調書は作業日報をもって代えることとする。

（３）舗装・路盤復旧

① 仮舗装・路盤の復旧作業は掘削作業日ごとに行うこととする。

② 本舗装の復旧作業は掘削終了後 1か月を過ぎて、埋戻土の安定を待ってから行うも
のとし、作業には仮舗装の撤去・処分を含む。実施に当たっては関係法令を順守し、

適切な機材・資材を使用するものとする。

③ 舗装・路盤の復旧内容は、別紙「市道舗装復旧標準断面図」の車道（１００≦Ｔ＜

２５０ 信頼性７５％）に従うものとし、詳細は、数量表に示す。

④ 実施に際しては、必要に応じ、安全保持のため必要な交通誘導員・器材等を配置・

設置すること。

（４）器材関係

①受注者は現場で使用する器材を借り上げる。

②業務に用いる器材の種類

ａ 水中ポンプ（２インチ、１００Ⅴ、２５ｍ排水ホース付）

水中ポンプ用 発電機（２ｋｖａ、燃料費別）

水中ポンプ用 電動ドラム（３０ｍ、防水・防塵用）

ｄ カラーコーン・コーンバー（市道通行止め２か所、トレンチ脇６ｍ分）

７ 費用の精算・変更

（１）設計数量表に単価を記載した全ての項目は、記載単位で稼働実数を把握し精算を

行う。

（２）設計数量表が週単位の設計となっている項目においては、初回１週間は週単位で

の支払いとする。それ以降は７日の使用をもって１週間とし、端数が生じた場合は、

設計数量表に定める日額単価をもとに精算を行う。この際、日額単価分の合計が１週

間単価分を上回る場合は、使用期間が１週間に満たなくとも、１週間単価を優先する

ものとする。

（３）設計数量表で日単位の設計となっている項目（延長量を除く）において、天候・

業務・従事者の都合等により作業を実施しない場合は、費用は発生しないものとし、

半日の稼働・勤務が生じた場合は、午前・午後にかかわらず、１日の単価に０．５を

乗じた額を半日単価と定め、集計して精算を行う。
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（４）次の項目は、当該項目の単価に含めるものとする。

a.重機・器材等の使用に係る燃料費及びメンテナンス料・清掃料。また、「オペレー

ター付」としたものには、オペレーターに関する各種費用も含む。ただし、設計

数量表に特別の定めがある場合を除く。

b.発掘作業員等における法で定められた各種保険料（労災保険料、雇用保険料等）

c.器材等の運搬費における、積込み・積下ろし料・設置・撤去及び、転倒防止等の安

全対策に必要な諸費用。

（５） 設計数量表に記載された項目について、数量・期間・使用機器等に変更が生じた

場合は、契約時に受注者から提出された設計数量表に記載された単価・諸経費率等

をもとに、別表の定めるところにより、変更契約を行う。

（６）その他

設計数量表に明記した以外の準備・片付費、安全管理費、労務管理費、各種手続

費用、その他の現場管理に必要な経費は、全て諸経費で対応することとする。

８ その他

（１）作業中止や日程変更などは調査担当者が判断し、受注者へ連絡をする。受注者は、

従事者及び関係者等に連絡し周知させること。

（２）業務の着手及び終了に当たり、受注者は関係官公署その他の関係機関への必要な

届出手続き等を遅滞なく行うこと。なお、この手続き等を行うに当たり、受注者

は届出内容についてあらかじめ調査担当者に報告すること。

（３）受注者は、住宅地・生活道路に近い箇所での作業の際には、特に安全管理・騒音

防止等の配慮を行うこと。

（４）重機・器材等の積下ろし場所、駐車場用地の詳細は、発注者と協議すること。

（５）重機・設備・器材等の破損による修理や泥等の付着が顕著なことによる洗浄の費用

が発生した場合は、別途協議する。

（６）また、数量・期間・使用機器等に変更が生じた場合は、必要に応じて変更契約を

締結する場合がある。

（７）この他仕様に定めない事項が生じた場合、又は仕様に定める事項について疑義が

生じた場合は、必要の都度、発注者と受注者で協議の上決定するものとする。

※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。
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別表

項目 摘要条項 算出等 摘要

委託金

額を変

更する

場合

７費用の精

算・変更

（５）

・第 1 回目の変更の場合、

（変更設計額×元委託金額÷元設計額）×1.10＝変更後の委

託金額

・第２回目（以降）の変更の場合、

（2 回目(以降)変更設計額×元委託金額÷元設計額）×1.10＝

2 回目(以降)変更後の委託金額

左の計算式中、括弧内の計

算の結果，1,000 円未満の端

数を生じたときは、特別の事

情がある場合、を除き、これ

を切り捨てる。

（注 1） 変更設計額は、当初契約時に提出された設計数量表に記載された単価・諸経費率と変更後の数量をもとに、算

出した額を言う。

（注 2） 元委託金額は、入札書の額を言う。

（注 3） 元設計額は、当初契約時に提出された設計数量表に記載された単価・諸経費率と数量をもとに、算出した額（端

数切捨て・値引額等を行う以前の額）を言う。
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

（諸経費率） ％ 0

0

0

0

0

※すべての項目の単価と諸経費率に数値の記入をお願いします。契約内容に変更が生じた際に使用します。

新発田城跡 整備確認調査・発掘調査支援業務委託　設計数量表

員数
数量 期間・回数

Ⅰ事前準備等

　A　事務手続

　B　舗装撤去 掘削作業日ごとに実施

Ⅱ発掘作業

　A　掘削作業（掘削・埋戻し）

　B　器材等

Ⅲ復旧作業

　A　仮舗装・路盤 掘削日毎に実施

　Ｂ　本舗装 3トレンチ分一括で実施

金　　　　額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸　経　費 金額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）×諸経費率

小　　　　計

（端数改め）

（端数改め）

消　　費　　税 消費税率　１０％

総　　　　計

名　　称 単　位 単　価
金　額

(単価×員数）
備　考

各種届出・調査・地元周知 1式 1 式 1 回 0

舗装切断・処分 0

（舗装切断 　）　　　 1m 1 - 35.2 ｍ 0
トレンチ外周合計（1.2×4m・2か所、1.2
×6m・1か所）

（舗装処分費） 1ｔ 2.35 ｔ 0.84 立米 0
舗装1立米＝2.35ｔ、取り壊し面積立米
＝トレンチ面積計×舗装厚0.05m

バックホウ0.2㎥級　（クレーン仕様、法面バケッ
ト、オペレーター付、燃料込）

1台1日 1 台 3 日 0
舗装取り壊しに併用、
爪バケットも準備。

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　搬入・搬出料 1台1往復 1 台 1 往復 0

発掘作業員 1人1日 2 人 3 日 0 掘削等補助作業ほか

４ｔダンプ
（発掘作業員が運転手兼務、燃料込）

1台1日 2 台 3 日 0 掘削土積載用

2ｔダンプ
（発掘作業員が運転手兼務、燃料込）

1台１日 1 台 3 日 0 舗装等の廃棄物積載・運搬用

ランマ（60～80㎏級、BHオペレーターまた発
掘作業員が操作兼務、燃料込、搬出入料込）

1台１日 1 台 3 日 0

1ｔローラー　(BHオペレーターまた発掘作業員
が操作兼務、燃料込、搬出入料込）

1台1日 1 台 3 日 0

交通誘導員B 1人1日 2 人 3 日 0

水中ポンプ
（２インチ、100V、25m排水ホース付）

１台１週間 1 台 1 週間 0 搬入・搬出料込

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　延長料 1台1日 1 台 0 日 0 ２週目以降、日割り

　　〃　　用　発電機（2kva） １台１週間 1 台 1 週間 0 燃料費別、搬入・搬出料込

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　延長料 1台1日 1 台 0 日 0 ２週目以降、日割り

　　〃　　用　電動ドラム（30ｍ、防水・防塵用） 1台1週間 1 台 1 週間 0 搬入・搬出料込

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　延長料 1台1日 1 台 0 日 0 ２週目以降、日割り

安全保持器材（カラーコーン、コーンバー） １式１週間 1 式 1 週間 0
市道2か所通行止め、及びトレンチ脇６
ｍ、運搬費込み

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　延長料 1式1日 1 式 0 日 0 ２週目以降、日割り

仮舗装・路盤の復旧 0 1.2×４m・２か所、1.2×6m・1か所

（表層舗装　　） 1立米 16.8 ㎡ 0.05 ｍ 0

（上層路盤費） 1立米 16.8 ㎡ 0.15 ｍ 0

（下層路盤費） 1立米 16.8 ㎡ 0.15 ｍ 0

仮舗装の撤去 0

(舗装切断　　　　　） 1m 1 - 37.6 ｍ 0
トレンチ外周計＋各辺両端影響部
0.3m

( 舗装取り壊し面積） 1㎡ 1 - 27.36 ㎡ 0
トレンチ＋影響部の面積（1.8×8.6ｍ、
1.8×6.6m）

（撤去舗装運搬費） 1立米 27.36 ㎡ 0.05 ｍ 0 取り壊し面積×舗装厚0.05m

（撤去舗装処分費） 1ｔ 2.35 ｔ 1.368 立米 0
舗装1立米＝2.35ｔ、取り壊し立米＝面
積×舗装厚

本舗装の復旧 0

（表層舗装　　） 1立米 27.36 ㎡ 0.05 ｍ 0 0.05ｍ厚

（不足土追加） 1立米 1 - 0.00 立米 0

安全保持関連　人員・器材 1式 1 式 1.00 式 0.0
交通誘導員B・カラーコーン・コーン
バー等、必要に応じ配置。



新発田城跡 整備確認調査・発掘調査支援業務委託　工程表

員数 ５月 ６　　月 ７　　月 ８　　月
数量 期間・回数

Ⅰ事前準備等

　A　事務手続

　B　舗装撤去

Ⅱ発掘作業

　A　掘削作業（掘削・埋戻し）

　B　器材等

Ⅲ復旧作業

　A　仮舗装・路盤・ 掘削日ごとに実施

　Ｂ　本舗装 3トレンチ分一括で実施

名　　称 単　位 備　考

各種届出・調査・地元周知 1式 1 式 1 回

舗装切断・処分

(舗装切断　）　　　 1m 1 - 35.2 ｍ
1.2×４mトレンチ２か所、1.2×6mト
レンチ1か所

（舗装処分費） 1ｔ 2.35 ｔ 0.84 立米 トレンチ面積×舗装厚0.05m

バックホウ0.2㎥級　（クレーン仕様、法面バケッ
ト、オペレーター付、燃料込）

1台1日 1 台 3 日
舗装取り壊しに併用、
爪バケットも準備。

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　搬入・搬出料 1台1往復 1 台 1 往復

発掘作業員 1人1日 2 人 3 日 掘削等補助作業ほか

４ｔダンプ
（発掘作業員が運転手兼務、燃料込）

1台1日 2 台 3 日 掘削土積載用

２ｔダンプ
（発掘作業員が運転手兼務、燃料込）

1台１日 1 台 3 日 舗装等の廃棄物積載・運搬用

ランマ（60～80㎏級、BHオペレーターまた発
掘作業員が操作兼務、燃料込、搬出入料込）

1台１日 1 台 3 日

1ｔローラー　(BHオペレーターまた発掘作業員
が操作兼務、燃料込、搬出入料込）

1台1日 1 台 3 日

交通誘導員B 1人1日 2 人 3 日

水中ポンプ
（２インチ、100V、25m排水ホース付）

１台１週間 1 台 1 週間 搬入・搬出料込

　　〃　　用　発電機（2kva） １台１週間 1 台 1 週間 燃料費別、搬入・搬出料込

　　〃　　用　電動ドラム（30ｍ、防水・防塵用） 1台1週間 1 台 1 週間 搬入・搬出料込

安全保持器材（カラーコーン、コーンバー） １式１週間 1 式 1 週間
市道2か所通行止め、及びトレンチ
脇６ｍ、運搬費込み

仮舗装・路盤の復旧
1.2×４mトレンチ２か所、1.2×6mト
レンチ1か所

（表層舗装　　） 1立米 16.8 ㎡ 0.05 ｍ

（上層路盤費） 1立米 16.8 ㎡ 0.15 ｍ

（下層路盤費） 1立米 16.8 ㎡ 0.15 ｍ

仮舗装の撤去

(舗装切断　　　　　） 1m 1 - 37.6 ｍ
トレンチ外周計＋各辺両端影響部
0.3m

( 舗装取り壊し面積） 1㎡ 1 - 27.36 ㎡
トレンチ＋影響部の面積（1.8×8.6
ｍ、1.8×6.6m）

（撤去舗装運搬費） 1立米 27.36 ㎡ 0.05 ｍ 取り壊し面積×舗装厚0.05m

（撤去舗装処分費） 1ｔ 2.35 ｔ 1.37 立米 取り壊し立米＝面積×舗装厚

仮舗装の撤去と本舗装の復旧

（表層舗装　　） 1立米 27.36 ㎡ 0.05 ｍ

（不足土追加） 1立米 1 - 0.00 立米

安全保持関連　人員・器材 1式 1 式 1.00 式
交通誘導員・カラーコーン・コーン
バー等、必要に応じ配置。



新発田城跡整備確認調査・発掘調査支援業務委託

調査位置図（約 1／2,500）

トレンチ位置図（約 1／250）

↑調査対象地（土橋門推定地）

幅 1.2m×長 4m↓

↑幅 1.2m×長 4m

幅 1.2m×長 6m↑



車道（舗装計画交通量　T≦100信頼性5096） 車道（100≦T＜250信頼性75％｝
　　　　　　　　　官民界
小規模の場合不要　側溝等

車道（250≦T＜625信頼性75％）

CBR　8 小規槙の場合不要
官民界
側溝等
　　　　l

　　　　l

CBR　8 C8R　8

掘削幅 掘爾幅

小規模の場合不蔓

影嘗部 施工範囲

300 0～1，200

撮剤幅 影響部 施工範囲 影曹都 施工範囲

官民界
側溝等
　　　　ミ

300 0～1．200 300 0～1．200

≡E

Whlia，H＊”IH

偵

片側又は全幅打ち
換えの場合は50朋

埋設橿臓シート

① ②粗粒度AS（2①

⑤密粒度AS（新20FH｝消雷パ｛7’黒
②

③ φ25■以下粒度■整砕石

④ φ40ロ●以下再生朽ラシャラン（ARC、　RC）

⑤ 改良土φ40■以下、グ9ズリー7ンタ’一材φ40■以下

証
uo　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

片側又は全幅打ち
換えの場合は50■

埋設標摸シート

Wh，、a、E＊a、H

① ②粗粒度AS（20）

⑤密粒度AS（新20FH）　　浦雪ハ’イフ’無
②

⑦密粒度AS（新20FH）改寅1型　消8パイフ’有

③ φ40■以下粒度国整砕石

④ φ40■以下再生朽7シャラン（ARC、　RC）

⑤ 改良土φ40“以下、ゲリズリー7ンダー材φ40■以下

lE
戊

斜臓切　§

埋設裡良シート

、

da，，”IH＄”IH

① ②粗粒度AS（20｝

⑤密粒度AS（斬20FH）　　；肖富ハ’イプ無
②

⑦密粒度AS㈲20Fm改貿【型　消雷パ⇔’有

③ ②粗粒度AS（20）

④ φ40■以下粒度踊整砕石

⑤ φ40■1以下再生朽ッシャラン（ARC、　RC）’

⑥ 改良土φ40■以下、グリズリールダー材φ40■以下

ヨ§

歩 道

小規槙の場合不要
官民界
側溝等
　　　≡

　　　　：

砂利道

提削幅 影曹部 施工範囲

iE

300 0～1．200

提削幅

9
①三〇竺

埋殴標臓シート

②

留意事項
※‖占用物件の保坦が必要な場合は、改良土φ20■以下

来2占用物件の材賃や規場条件により、改良土、ゲ¶ズリー7ンダー肩が使用できない堪合は、

　　遭路管壇書と協渥

※3軍遭損断方向復旧が授近して《蟹ね加m秘度以下）複蝕個所復旧の場台．その間は切閉

　　オーn’－H（摩経分的la｝着しくは、打ち換え俵層5頃｝を行うこと　　　。

※4現況力¶コンク‘ノート舗装の場合や仮緬装を抱ヨ≡しないほうが幼果的と忠われる場合の

　　賃装復旧方法は、遭路管堰看と協鰻鼠いiす．

※5フぴチ材は0．075rtふるい通過■6％以下とし、シ∪や砧土などの透水Lがたい土賃を含

　　まないものとする．ただし、島床土が砂買系で路皇の透水性の抵下や汚津化のおそれ

　　がないと判漸される場合はフィ”一層を省路でさる．

市道舗装復旧標準断面図

⑮開粒度AS（13）透水性績装　プラ仙一ト無
①

⑨密粒度AS（13F）

② φ40■以下粒度国整砕石

③ 刀乃チ層（透水性舗装の場合）

◎ 改良土φ401■以下、グリズリー7ン，’一材φ40■以下

別紙 1

平成23年4月1日
新発田市地域整備部地域整備課


